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年金委員のみなさんが知っておくとためになる「年金委員知
し

っ為
ため

情報」。今回のテーマは「公的年金シミュ

レーターがリニューアル！」。年金委員のみなさんは、「公的年金シミュレーター」ってご存知ですか？ スマ

ートフォンやタブレットを使って、年金額を簡単に試算できる優れものなんです。その公的年金シミュレー

ターが4月1日リニューアルしました。 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ こんなことができる“公的年金シミュレーター” 

公的年金シミュレーターは、①「ねんきん定期便」の二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み込

むだけで利用できる。②入力や条件設定などの操作が簡単でスムーズ。③グラフで受給額を表示しながら試

算できる。④ID・パスワードが不要。⑤データ管理も安心・安全。個人情報は記録されず、画面を閉じるとデ

ータを自動消去される――など、年金額を自動で簡単に試算できる“優れものツール”だ。使い方の動画や操

作方法の説明については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。 

＜公的年金シミュレーター利用のご案内＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/kouteki_nenkin_simulator.html 
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（2）ここがリニューアル“公的年金シミュレーター” 

今回のリニューアルでは、障害年金およびiDeCoの試算機能を追加したほか、老齢年金の試算画面が使いや

すく、わかりやすく改善されました。 
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地域型年金委員のみなさんは、お住いの地域で日々、年金制度のことについて広報されていることでしょ

う。今回のテーマは「学生さんに教えてあげよう！“学生納付特例制度”」。日本年金機構では4月1日に、令和

7年度に学生納付特例制度を利用していて、令和8年4月以降も在学予定の学生さんを対象に、令和8年度の学

生納付特例利用の手続きについて「お知らせ」を送っています。 

（1）学生納付特例制度とは？ 

大学や専修学校等の学生で、国民年金の第1号被保険者である本人の前年所得が一定以下（世帯主の所得は

問いません。）の人は、在学期間中、保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」を利用できます。この制

度は、日本年金機構（年金事務所）に申請することで利用でき、制度利用期間終了後10年間は追納ができま

す。保険料の納付が猶予された期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納

されないと老齢基礎年金額の計算には反映されません。保険料納付が猶予された期間中に障害となったり、

死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されますので、在学中は保険料を払えないとい

う学生さんにはぜひ利用してほしい制度です。 

（2）令和7年度に学生納付特例を利用して、令和8年4月以降も在学予定の学生さんに、 

令和8年度の手続きについて「お知らせ」を4月1日に送っています 

令和7年度に学生納付特例を利用していて、令和8年度も利用を希望する場合は日本年金機構への申請が必

要となります。機構から送られてくる「お知らせ」には、○国民年金保険料学生納付特例申請書（ハガキ）○

リーフレット○個人情報保護シール――が同封されています。なお、マイナポータルとねんきんネットを連

携している方には、マイナポータルに「お知らせ」が送られてきます。 

申請方法は、オンラインで申請する場合、⑴マイナポータルとねんきんネットを連携済みの方は、日本年金

機構からマイナポータルにお知らせ「国民年金保険料の学生納付特例制度の手続きについて」を送付するの

で、お知らせ内の「申請」ボタンから申請できます。⑵マイナポータルとねんきんネットを連携していない方

も、マイナポータルから申請できます。申請方法は、「リーフレット」および「個人の方の電子申請（国民年

金）」に書かれています。⑶申請書（ハガキ）で申請する場合は、申請書（ハガキ）に必要事項を記入し、郵

送してください（切手は不要です）。 
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◆国民年金保険料学生納付特例申請書 
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